わが国における起業環境改善策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2010/09/11
· 全体の流れ(章構成) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神野 畑 松江 小川 小口
[image: image1.png]


[image: image2.png]ki

=ERoELE

HES A

N F - PEOBRTOER











· 1.　新興企業の成長段階、組織形態
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ベンチャーの５つの成長段階


シード期


・・・事業コンセプトの構想、会社設立の準備段階であり、調査、研究、製品開発等を行っている時期


スタートアップ期


・・・会社の設立段階であり、事業を開始しようとしている段階。事業コンセプトに基づいた製品を開発、初期マーケティングのための資金を調達する。また、事業が軌道に乗るまでの時期























1-1. 新興企業の成長段階





Seed





Expansion





Early Stage





Start-up





Scale





Time





Later Stage





アーリーステージ


・・・研究及び製品開発、初期のマーケティング、製品及び販売活動を開始しつつある段階。利益を生み出しているかは問わない


拡張期


・・・企業が成長・拡大しており、利益が増大する段階。売上高が損益分岐点を超え、単年度損益も黒字に


　レイターステージ


・・・成長、拡大が継続した発展段階。累積損失も解消され、フリーキャッシュフローも黒字に





起業全体に伴うリスク


・経営悪化


・不良債権発生


・外部（総会屋・会社ゴロ・クレーマー等）からの不当な請求


・従業員による損害賠償請求


・従業員による会社の機密漏洩


・株主からの経営責任追及


・カントリーリスク


・ビジネスリスク


・財務リスク


・投機


・オペレーショナルリスク


・チームリスク











�


初期投資を行っても売上が出ないという、CFのギャップ。


一方的なCFの流出により資金枯渇に陥り、資金繰りがつかずに倒産せざるを得ない場合がある。これが死の谷であり、アーリーステージにおいて発生するケースが多い。


�
シード期


・開業資金を用意できるか


・起業家精神の旺盛な人材を入手できるか


・事業機会を入手できるか


・ベンチャービジネスとして入手できる見込みのある経営資源を得られるか


・事務所、事業用地が確保できるか�
�
�
スタートアップ期


・販路を確保できるか


・個人の負債に耐えられるか


・PL法による損害賠償請求


・人材を確保できるか


・市場に参入できるか


・運転資金を確保できるか�
�
�
③　アーリーステージ


・PL法による損害賠償請求


・マーケティング市場を確保できるか


・監査法人リスク


・ライバル企業参入による競争


・市場に受容されるか�
�
�
④　拡張期


・情報伝達コストの上昇


・社内の分権化（モラルハザード）


・監査法人リスク


・企業家精神を持続していけるか�
�
�
⑤　レイターステージ


・企業のガバナンスをしっかりできるか


・事業を拡大していけるか


・社内の世代交代をしっかり行えるか


・人材育成をしっかり行えるか�
�

































1-2. 企業の組織形態





企業の形態は、法人においては、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、相互会社がある。法人以外では有限責任事業組合と民法上の組合がある。











株式会社


2006年の会社法により最低資本金制度が廃止され、有限会社も株式会社に一本化されたため従来よりも設立しやすくなり、柔軟な機関設計もできるようになった。もともと株式会社は社会的認知度が高いため、合資、合名会社よりは一般的に高く評価される





合同会社


特徴


・出資者は出資額を限度とした有限責任であること　　　


・取締役会や監査役が不要であること


・利益や権限配分を定款で定める事が可能


・意思決定が迅速にできること








'06年会社法より設立が可能に。株式会社と合名会社の折衷形態といえる。


利益・権限の配分を定款で定めること等から、小規模での設立が想定される。


株式会社よりも設立費用は安く、出資比率による権限・利益の配分に拘束されることが無いため、ベンチャーを立ち上げる際にはこの形態から株式会社への移行が適切ではないかと考えられる。





合資・合名会社


'06年会社法により資本金規制が無くなったため、現在では合同会社との相違点は薄れてきている。


合資・合名会社の合同会社との違いは、


　・合名会社は1人でも設立が可能であり、また必ず出資者は無限責任を負う


　・合資会社は、設立に2人以上必要であり、無限責任と直接有限責任を負う


という点のみ。





LLPは平成17年から日本で認められた企業形態で、合名・合資会社とは違い有限責任であり、法人ではないので法人税の税負担もないため、非常に起業を行うものにとっては設立しやすい企業形態であるといえる。しかし、法人でないため社会的な認知度・信頼度は低く、会社がある程度大きくなったときに株式会社に移行できないなどのデメリットもある





1-3. 起業を行うにあたっての必要な条件





LLP（有限責任事業組合）


有限責任事業組合法に基づいて設立された法人格を持たない企業形態である。


特徴


　　・有限責任制であること


　　・内部自治の原則がとられていること


　　・法人ではないため、法人税の負担がない





会社設立の流れ＝法人登記














法人登記にかかる費用（株式会社）














⑥会社設立





⑤会社の登記申請





④出資金を払い込む





③定款の作成および認証を受ける





②印鑑を作る





①会社の基本的事項（会社名、所在地等）決定





会社の基本規則





電子版を利用しても


200000円かかる



































































































































合宿後発表分
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